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 第 ９ 回  熊本県議会震災及び防災対策特別委員会会議記録 

 

平成24年６月27日(水曜日) 

            午後１時29分開議 

            午後３時03分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 （１） 熊本県地域防災計画に関する件 

 （２） 東日本大震災後の被災地復興支援 

    等対策に関する件 

   ・ 東日本大震災後における熊本県の

取組みについて 

   ・ 東日本大震災による被災地域の復

興支援状況について 

   ・ 電力不足問題について 

 （３） その他 

  ――――――――――――――― 

出席委員(14人) 

        委 員 長 村 上 寅 美 

        副委員長 前 川   收 

        委  員 山 本 秀 久 

        委  員 西 岡 勝 成 

        委  員 鬼 海 洋 一 

        委  員 小 杉   直 

        委  員 早 川 英 明 

        委  員 岩 中 伸 司 

        委  員 大 西 一 史 

        委  員 荒 木 章 博 

        委  員 中 村 博 生 

        委  員 佐 藤 雅 司 

        委  員 溝 口 幸 治 

        委  員 前 田 憲 秀 

欠席委員(なし) 

委員外議員   議  長 馬 場 成 志 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 知事公室 

       知事公室長 田 嶋  徹 

       危機管理監 佐 藤 祐 治 

危機管理防災課長 福 島 誠 治 

 総務部 

           部  長 駒 崎 照 雄 

 総括審議員兼市町村局長 小 嶋 一 誠 

        人事課長 古 閑 陽 一 

      私学振興課長 仁 木 徳 子 

      消防保安課長 原   悟 

 企画振興部 

       政策審議監 内 田 安 弘 

        企画課長 坂 本   浩 

健康福祉部 

 総括審議員兼政策審議監 伊 藤 敏 明 

    首席審議員兼 

健康福祉政策課長 吉 田 勝 也 

    健康危機管理課長 一   喜美男 

      医療政策課長 三 角 浩 一 

 環境生活部 

         環境政策課長 宮 尾 千加子 

    環境立県推進課長 福 田 充 

      環境保全課長 清 田 明 伸 

     首席審議員兼 

     廃棄物対策課長 加 久 伸 治 

 商工観光労働部 

       政策審議監 田 中  典 

商工振興金融課長 伊 藤 英 典 

   産業支援課長 奥 薗 惣 幸 

エネルギー政策課長 山 下 慶一郎 

      企業立地課長 渡 辺 純 一 

農林水産部 

       政策審議監 豊 田 祐 一 

    農林水産政策課長 国 枝    玄  

      農地整備課長 大 石 二 郎  

    漁港漁場整備課長 平 尾 昭 人 

土木部 

         部 長 船 原 幸 信 
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        監理課長 金 子 徳 政 

      道路整備課長 手 島 健 司 

       道路保全課長 亀 田 俊 二 

      都市計画課長 内 田 一 成 

              河川課長 林   俊一郎 

        港湾課長 松 永 信 弘 

        砂防課長 古 澤 章 吾 

        建築課長 坂 口 秀 二 

教育委員会事務局 

教育総務局 

         局長 松 永 正 男 

     教育政策課長 田 中 信 行 

首席審議員兼 

       施設課長 後 藤 泰 之 

体育保健課長 城 長 眞 治 

警察本部 

警備部  

   警備第二課長兼 

全国豊かな海づくり大会警衛対策室長  

     穴 井 保 生 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

   政務調査課課長補佐 木 村 和 子 

   政務調査課主  幹 桑 原 博 史 

――――――――――――――― 

  午後１時29分開議 

○村上寅美委員長 こんにちは。本会議は、

お疲れさんでした。 

 ただいまから第９回震災及び防災対策特別

委員会を開催いたします。 

 それでは、本日は、執行部も交えた今年度

第１回の委員会でございますので、一言御挨

拶を申し上げます。済みません、着席のまま

よろしく。お許しください。 

 まずもって、本日になりましたことを、委

員の先生方、そして執行部におわびを申し上

げたいと思います。用件は、そういうことで

も申しておりましたので、本日になりました

こと、申しわけございません。 

 それでは、本委員会は、３月の東日本大震

災、大災害の発生を契機に、このような未曽

有の災害から県民の生命、財産を守るために

どうしたらよいかという主題のもとに、昨年

設置され、審議を続けてまいりました。 

 今年度は、熊本県地域防災計画に関する件

及び東日本大震災後の被災地復興支援等対策

に関する件の２件の調査事件が付託されてお

ります。 

 また、昨年、本委員会の審議の方針とし

て、当委員会では、熊本県地域防災計画に関

する件について、短期的、集中的に審議を行

う、国の責任で実施すべき対策については、

基本的には議論の対象としない、被災地域へ

の支援及び県内経済等に関する影響の件につ

いては、その状況や変化等を把握し、必要な

対応の方向性を検討することを決定しており

ます。 

 今年度も、この審議の方針に基づき、前川

副委員長、そして委員の皆さんとともに、円

滑な運営に努めてまいりますので、迅速かつ

的確な審議となるよう皆様の御協力をよろし

くお願い申し上げ、簡単でございますが、挨

拶にかえます。 

 それでは、執行部を代表して、田嶋公室長

から挨拶を願います。 

 

○田嶋知事公室長 知事公室の田嶋です。 

 委員会の開催に当たりまして、執行部を代

表して御挨拶を申し上げます。 

 県議会におかれましては、本県の防災対策

に関しまして、かねてから格別の御配慮と御

指導をいただき、深く感謝申し上げます。 

 この特別委員会も、昨年度に引き続き、２

年目になりますが、引き続きよろしくお願い

いたします。 

 では、早速でございますが、本日の議題の

概要について御説明いたします。 

 まず、県地域防災計画についてですが、東

日本大震災を受け、直ちに沿岸部の市町に対

し、避難所等の緊急点検を要請するととも



第９回 熊本県議会 震災及び防災対策特別委員会会議記録（平成24年６月27日) 

 - 3 -

に、災害時に応援ヘリの目印となるヘリサイ

ンの整備などに取り組みました。同時に、熊

本県地域防災計画検討委員会における議論、

県内市町村との意見交換、またこの特別委員

会における御意見等もいただきながら、これ

まで約１年にわたり、計画見直しに関する検

討を進めてまいりました。その上で、去る５

月23日の県防災会議において、国の防災基本

計画の見直しなども踏まえた大規模、広域的

な災害への対応体制の見直し、原子力発電所

事故への対応体制の整備など、ソフト対策全

般を充実強化した地域防災計画の修正案をお

諮りし、御承認をいただいたところでござい

ます。 

 今後は、昨年度から進めております地震・

津波被害想定調査につきまして、本年８月ご

ろには中間報告を取りまとめたいと考えてお

ります。さらに、その結果を踏まえ、さらな

る点検、見直しを進めてまいります。来年５

月には、このような取りまとめとして、防災

会議で、東日本大震災を踏まえた一連の防災

計画の見直しに一定のめどをつけたいと考え

ております。 

 なお、原発事故に備えた九州電力との協定

につきましては、事故発生時における県への

速やかな連絡を主な内容として、現在協議を

進めており、川内原発に関しましては、遅く

とも来月中には協定を締結したいと考えてお

ります。 

 また、震災発生から１年以上経過した今日

におきましても、本県に避難してこられた方

々への住宅支援を初めとした生活支援に取り

組むとともに、まだまだ厳しい状況が続いて

おります被災地域に職員15名を派遣しており

ます。 

 最後になりますが、電力不足問題につきま

しては、国及び九州電力から、一昨年夏に比

べ、10％以上の節電要請を受けております。

県としましては、節電対策の県民への普及啓

発や県の率先行動を主な内容とする今夏にお

ける節電の取り組み方針を先般決定し、全県

的な節電に取り組んでおります。 

 詳しい内容につきましては、この後、担当

課から説明しますので、よろしく御審議をお

願いします。 

 

○村上寅美委員長 それでは、執行部から自

己紹介をお願いします。 

  （知事公室長～警察本部警備第二課長の

順に自己紹介) 

 

○村上寅美委員長 それでは、審議に入りま

す。 

 本委員会に付託されている調査事件は、熊

本県地域防災計画に関する件、東日本大震災

後の被災地復興支援等対策に関する件であり

ます。 

 まず、執行部から説明の後に、一括して審

議を行いたいと思います。 

 それでは、お手元の次第に沿って順次説明

願います。 

 熊本県地域防災計画に関する件では、執行

部から、まず熊本県地域防災計画に関する件

について説明願います。 

 福島危機管理防災課長。 

 

○福島危機管理防災課長 危機管理防災課の

福島でございます。少々長くなりますので、

着座にて失礼いたします。 

 それでは、資料の２ページをお願いしま

す。 

 熊本県地域防災計画の見直し経緯等と国の

動向について御説明します。 

 まず、一番左の欄、熊本県地域防災計画の

見直しをごらんください。 

 簡単におさらいをさせていただきますが、

東日本大震災発生後、県の防災計画の見直し

を目的としまして、５月に外部有識者や防災

関係機関、職員で構成します地域防災計画検

討委員会を設置し、検討を重ねるとともに、
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当特別委員会や市町村からの御意見をいただ

きながら取りまとめを行い、去る５月23日の

県防災会議において、新たな防災計画を御承

認いただいたところです。本日は、その計画

を机上に配付させていただいております。 

 今後の予定でございますが、まず、九電と

の川内原子力発電所の情報連絡に係る協定を

来月中には締結したいと考えております。ま

た、８月ごろには、地震・津波被害想定調査

の中間取りまとめを行い、その後、検討委員

会で防災計画の点検、見直しを進めまして、

当特別委員会への御報告並びに市町村との意

見交換等を経まして、来年５月の防災会議で

今回の一連の見直しに係る防災計画の修正を

完了したいと考えております。 

 次に、国の動向について御説明します。 

 まず、中央の欄の地震・津波災害対策等の

強化ですが、同じページでございます。中央

の欄をごらんください。 

 昨年４月、中央防災会議に専門調査会が設

置され、東日本大震災の地震、津波の分析や

今後の対策の調査、検討が開始されておりま

す。６月には津波対策の推進に関する法律

が、また12月には津波防災地域づくりに関す

る法律が、それぞれ施行されております。 

 同じく12月には国の防災基本計画が修正さ

れ、地震・津波対策の抜本的強化が図られて

おります。その後、ことし３月には、中央防

災会議の防災対策推進検討会議の中間報告が

なされ、そのうち、大規模広域災害への対応

の強化等を盛り込みました災害対策基本法の

改正案が５月に国会に提出され、先週、６月

20日に可決をされております。 

 あと、右の欄の原子力災害対策の強化でご

ざいますが、昨年７月、原子力安全委員会の

ワーキングが設置されまして、11月に、防災

対策を重点的に充実すべき地域に関する考え

方が取りまとめられております。そこに記載

のとおり、地域の範囲を、原発から10キロ内

という現行のＥＰＺから、30キロ内、ＵＰＺ

と呼んでいますが、に拡大することが示され

ております。 

 また、１月には、法改正に備えまして、原

子力安全・保安院等から、このＵＰＺ、原発

から30キロ以内にある自治体を対象に、原子

力災害対策計画の策定を義務づけることが示

されております。 

 念のため、本県と原発の位置関係を申し上

げますと、本県は、川内原発からも、この30

キロ内、ＵＰＺには入りません。したがっ

て、法に基づく原子力災害対策計画の策定の

義務はないことになりますが、川内原発か

ら、水俣市を初め４つの市町が50キロ以内

に、比較的近距離に所在しております。ま

た、今回の福島原発事故では、風向き等の影

響で、30キロを超える一部の市町村が計画的

避難区域に指定されたことなども踏まえまし

て、今回の防災計画の見直しの中で、原子力

災害対策計画を新たに策定したところでござ

います。ちなみに、玄海原発からは、最も近

い荒尾市で約80キロでございます。 

 次に法改正として、１月に原子力組織制度

改革法案が提出されておりますが、このたび

与野党間でようやく合意がなされまして、当

初予定されていた環境省ではなく、公正取引

委員会のように、省庁から独立した組織とし

て原子力規制委員会を設置しまして、その事

務局として原子力規制庁を置くこととなり、

この６月20日に法案が可決されたところであ

ります。 

 今後の予定ですが、国の中央防災会議の検

討会議の最終報告が夏ごろに予定されてお

り、また、原子力規制体制の見直しなども踏

まえまして、国の防災基本計画の修正が今年

度も予定されておりますので、それらも県防

災計画のさらなる見直しに反映させてまいり

たいと考えております。 

 ３ページをお願いします。 

 県の地域防災計画の見直しの全体概要でご

ざいます。 
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 この資料は、これまで、当委員会を初め、

さまざまな場面で使用したペーパーですの

で、詳細な説明は省略しますが、２の見直し

の実施方針のうち、(3)の地震・津波の規

模、被害想定の見直しが今後の大きなテーマ

となってまいります。 

 ３のスケジュールのとおり、平成24年度、

今年度につきましては、訓練等を通して見直

し内容の具体化を図るとともに、地震・津波

被害想定調査の結果や先ほど御説明した国の

動向等も見ながら、さらなる見直しを行っ

て、来年度の防災会議にかけることにしてお

ります。 

 それでは、４ページをお願いします。 

 現在実施中の地震・津波被害想定調査につ

いて御説明します。 

 この調査につきましては、昨年９月議会の

特別委員会で１度御説明しましたが、現在の

検討状況や今後のスケジュール等を含め、改

めて御説明申し上げます。 

 １の目的のとおり、県内で起こり得る地震

及び津波による被害状況の予測を行い、防

災・減災対策の検討に役立てたいと考えてお

ります。 

 次に、２の調査対象地震です。 

 被害の予測を行うに当たりましては、調査

対象地震を決める必要がございますが、地域

防災計画の検討委員会で御検討いただきまし

た結果、国の長期評価が実施された以下の６

つの地震を対象とすることにしております。 

 長期評価とは、下に米印で解説しておりま

すが、文部科学省の地震調査研究推進本部に

おいて、地震の規模や、今後、例えば30年以

内などの一定期間内に地震が発生する確率を

予測したものでございます。 

 地震につきましては６地震のすべてを、ま

た、津波につきましては、①の布田川・日奈

久断層帯、⑤の雲仙断層群、⑥の東海・東南

海・南海海溝地震、いわゆる南海トラフの３

地震について行うこととしております。 

 ５ページをお願いします。 

 本調査の被害想定のアウトプットをイメー

ジしていただくため、他県の例ではございま

すが、代表的なものを記載しております。 

 まず、左上は、東京都の震度分布でござい

ます。調査対象地震ごとにこのような形でお

示しするほか、市町村ごとの震度も表にして

公表する予定にしております。その下が、千

葉県の例ですが、地盤の液状化による危険度

分布の状況をあらわしたものです。右上が、

建物被害の状況をあらわしたものです。右下

が、長崎県の例ですが、地震の発生による代

表地点での津波高をあらわしたものでござい

ます。 

 本県の調査におきましても、このような形

で被害想定をお示しすることにしておりま

す。 

 ６ページをお願いします。 

 検討の手順について御説明します。 

 まず、基礎資料調査として、県内の自然条

件や社会条件といった現況把握を行いまし

て、次の地震及び津波の予測検討を行いま

す。 

 左側の地震の検討では、各地の震度分布や

液状化による危険度分布、さらには、土砂災

害の危険状況などの予測を行います。右側の

津波の検討では、地震が発生した場合の津波

の発生について調べるものですが、各地の津

波の高さや到達時間、あるいは浸水範囲等の

予測を行います。 

 これらを踏まえ、次に、被害想定の検討を

行うこととなります。 

 想定する被害は、地震による被害、それと

津波による被害、さらには両者が複合した場

合の被害の３点を行うこととしております。 

 具体的には、死亡者数や負傷者数といった

人的被害や全壊、半壊等の建物倒壊被害、ま

た、地震による建物火災や水道、電力等のラ

イフライン等の被害等の算出を行います。 

 また、被害のシナリオを作成することとし
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ております。これは、災害が発生した場合の

被害の広がり方やその後の避難、医療救護等

の応急対策、さらにはライフラインの復旧な

どを時系列的にあらわしたもので、地震・津

波災害の対応策の検討に活用することとして

おります。 

 これらを踏まえまして、このたび、見直し

を行いました地域防災計画の再点検及び再見

直しを行うこととしております。 

 また、括弧書きで記載のとおり、減災・防

災に係るハード整備等の事業につきまして

は、調査結果も踏まえまして、緊急度の高い

ものから順次対応を進めていくこととしてお

ります。 

 中間報告の時期と内容でございますが、調

査自体は今年度中に取りまとめますが、ま

ず、８月ごろをめどに中間報告を行う方向で

作業を進めております。 

 中間報告の内容は、地震につきましては、

対象地震ごとに県内全域、市町村別の震度分

布を、また、津波についても、対象地震ごと

に代表地点の津波高を公表したいと考えてお

ります。次の議会で詳しく御説明をさせてい

ただきたいと思っております。 

 ７ページをお願いします。 

 熊本県の主な災害の記録を参考までおつけ

しております。 

 まず、地震、津波でございますが、上から

２番目が、皆様もよく御存じの1792年、島原

大変肥後迷惑と呼ばれております地震・津波

災害でございます。 

 また、大きいものとしては、その下の1889

年、明治22年ですが、熊本付近を震源とした

マグニチュード6.3の地震が発生し、死者20

人等の被害があっております。 

 裏面の８ページには、昭和以降の高潮・風

水害も記載しております。 

 特に大きな災害としましては、一番上の昭

和２年の台風による高潮災害、４番目、昭和

28年、いわゆる6・26の水害、また、５番

目、昭和32年の豪雨災害、さらに、８番目、

昭和47年、豪雨災害等がございます。近年で

は、13番目ですが、平成11年、台風による高

潮により不知火で、また、平成15年、県内集

中豪雨により、土石流の発生で水俣市にそれ

ぞれ大きな被害が発生しております。 

 これらの過去の記録も十分に参考にしなが

ら、防災計画の見直しや防災対策に努めてい

きたいと考えております。 

 説明は以上でございます。 

 

○村上寅美委員長 続いて、東日本大震災後

の被災地復興支援等対策に関する件につい

て、まず、東日本大震災後における熊本県の

取り組みについて及び東日本大震災による被

災地域の復興支援状況について福島危機管理

防災課長、電力不足問題について山下エネル

ギー政策課長から説明願います。 

 

○福島危機管理防災課長 それでは、11ペー

ジをお願いいたします。 

 本県では、東日本大震災発生後から、地域

防災計画の見直しと並行しまして、必要な防

災対策に取り組んでおります。 

 昨年度の実績と今年度の予定につきまし

て、所管課が分かれますが、一括して御説明

させていただきます。 

 まず、平成23年度の主な取り組み内容です

が、１は、広域応援協定の締結です。 

 ①は静岡県との協定ですが、同時に被災す

る可能性が少ない遠隔の県として、昨年７

月、協定を締結しております。静岡県とは、

この４月から、防災所管課同士で人事交流も

始めております。 

 次に、②ですが、大規模災害発生時では、

被災者の住宅確保が何より必要となりますの

で、昨年の10月、住宅の提供に関する協定を

締結しております。 

 続きまして、２番は、県の防災対策を講じ

る上で非常に重要となります市町村への防災
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体制整備の要請でございます。震災発生直後

の昨年４月、①から⑤の事項について要請を

行っております。 

 まず、①は、沿岸部の14市町に対する避難

所等の緊急点検です。要請に基づき、既に見

直しに着手した市町もございますが、先ほど

御説明した地震・津波被害想定調査の結果あ

たりも踏まえまして、今後さらなる見直しを

お願いしてまいります。②は、住民への伝達

体制を改めて確認してもらっております。③

は、避難勧告等の発令基準の策定です。まだ

未策定の市町村もありますので、早急に策定

するよう引き続き要請してまいります。 

 12ページをお願いします。 

 ④は、県防災情報メールサービスの登録促

進を要請したものです。この１年で登録者数

が約３倍に増加をしております。⑤は、自主

防災組織の結成の促進です。住民による自

助、共助を素早く効果的に行える組織とし

て、改めてその重要性が認識されておりま

す。この１年で2.5ポイント上昇しました

が、さらなる増加を目指して取り組んでまい

ります。 

 次に、⑥ですが、東日本大震災では、津波

により避難所に大きな被害が発生したことを

踏まえまして、危険箇所に避難所が指定され

ていないか、確認を要請しております。⑦

は、携帯電話会社のエリアメール、緊急速報

メールの導入促進です。このメールサービス

は、観光客を含め一定のエリア内にいる人た

ちの携帯電話に、津波警報や緊急地震速報等

の情報を強制的に送信するものです。非常に

有効な伝達手段であり、全市町村に導入を呼

びかけてきました結果、ＮＴＴdocomoにつき

ましては、県内全市町村で導入される運びと

なっております。 

 次に、⑧ですが、これも、東日本大震災の

教訓を踏まえまして、災害発生時の被災者の

救出活動等に支障が生じないよう、住民基本

台帳データのバックアップ体制を要請したも

ので、これまで21市町村で整備がなされてお

ります。 

 続きまして、13ページ、３の防災対策の充

実強化です。 

 まず、①のヘリサインの整備ですが、大震

災発生直後に出動した県の防災消防ヘリ「ひ

ばり」の隊員の意見を踏まえまして、県や市

町村の防災拠点、計95カ所に整備しておりま

す。地理にふなれな他県からの応援ヘリの救

助活動等に大きく寄与するものと考えており

ます。②は、自主防災組織の組織率向上を目

指しまして、昨年度、補助制度を創設してお

ります。今年度も継続するとともに、この３

月には組織結成や活動強化のための手引書も

作成しましたので、これらを用いて、特に組

織率の低い市町村への働きかけを強めていき

たいと考えております。 

 １つ飛んで、④ですが、先ほど申し上げま

したエリアメールに関しましては、市町村が

基本的に情報を送信しますが、大規模災害発

生時には、市町村の機能が麻痺し、配信でき

ない場合も想定されますので、そうした事態

に備えまして、県が市町村にかわって配信で

きるようにもいたしております。 

 １つ飛んで、⑥ですが、すべての公立小中

高等学校において危機管理マニュアルの見直

しを実施していただいております。 

 14ページ、お願いします。 

 ⑦は、高齢者や障害者等の災害時要援護者

対策の促進です。全体計画は、既に全市町村

で策定されており、個別計画も、この１年で

19から35市町村へと設定が進んできておりま

す。また、訓練を通じて、要援護者が、きち

っと避難ができるかどうかの検証を行いまし

たほか、要援護者専用の福祉避難所につきま

しても、この１年で10市町村から27市町村へ

と設置が進んでおります。 

 少し飛んで、15ページをお願いします。 

 ４の防災訓練の充実・強化です。 

 まず、①の県総合防災訓練ですが、東日本
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大震災では、自治体自体が被災したことも踏

まえまして、会場地の美里町に、近隣の宇土

市や宇城市の職員が広域で応援する訓練も実

施しております。 

 次の②は、本年１月に初めて実施した防災

実動訓練でございます。大規模災害発生の際

には、初動時において、県と自衛隊、消防、

警察、海保等の防災関係機関がしっかり連携

し、対応することが何より重要です。今回、

天草を舞台に、大地震が発生し、天草五橋が

使えないとの想定での実動訓練を実施し、連

携体制のさらなる強化を図っております。 

 少し飛んで、大きな６ですが、原子力災害

の対応を図るとともに、モニタリング体制を

強化するため、食品や環境放射能などの検査

機器の整備を行っています。 

 16ページをお願いします。 

 今年度の主な取り組みを御説明します。 

 まず、防災訓練の関係ですが、①の総合防

災訓練は、例年９月の防災週間に実施してお

りますが、ことしは、11月に八代市で緊急消

防援助隊の九州ブロックの合同訓練が実施さ

れますので、県総合防災訓練もあわせて実施

し、訓練内容の充実を図りたいと考えており

ます。 

 ②の孤立地域対策の実動訓練ですが、今年

度は、９月に、阿蘇を舞台に、阿蘇山の噴火

により観光客が孤立した場合を想定した訓練

を実施したいというふうに考えております。

③は、津波災害への対応力の向上を図るた

め、新たに、津波の防災訓練を荒尾市と水俣

市で実施する予定にしております。④は、内

閣府主催の訓練ですが、被災地からの重症患

者の円滑な受け入れを目的に、松山空港から

阿蘇くまもと空港への広域医療搬送訓練に参

加することとしております。 

 ２の防災対策の充実・強化です。 

 まず、①は、県の防災情報メールサービス

のシステム改修です。先ほども触れました

が、メールサービスにつきましては、県と携

帯電話各社のメールサービスございますが、

両方用いて情報を発信するためには、今のと

ころは、一つ一つを入力する必要があります

ので、この改修によりまして、１回の入力で

一斉に送信して、より迅速な送信が可能にな

るようにしたいと考えております。 

 次の②ですが、災害時での人命救出には、

何といってもヘリの役割が重要でございま

す。そこで、ヘリを保有する自衛隊を初めと

した防災関係機関による調整会議を開催しま

して、緊急時での円滑かつ安全なヘリ運用体

制の構築を目指すことにしています。③は、

災害時における要援護者対策の充実を図るた

め、災害派遣福祉支援チーム、ＤＣＡＴの設

置に向けた取り組みを新たに実施するもので

ございます。 

 続いて、17ページの④は、土砂災害に対す

る警戒避難体制を整備するため、警戒区域の

設定等の基礎調査を実施するとともに、市町

村が作成するハザードマップ作成を支援する

ことにしています。⑤は、河川、海岸の予防

的な津波対策として、海岸保全施設の点検等

とともに、水門の改修等を実施する予定にし

ています。⑥は、県全体の消防力を強化する

ため、消防広域化に対する県独自の支援制度

を創設するものです。 

 次に、３．防災拠点等の整備です。 

 まず、①ですが、災害発生時には、さまざ

まな防災関係機関の職員が一堂に集まり、連

携の上、対応していくことがとても重要で

す。現在、新館10階にあります防災センター

の間仕切り等を撤去しまして、スペースを拡

張するなどの整備を行うこととしておりま

す。②では、防災消防ヘリ「ひばり」からリ

アルタイムの災害映像を県災害対策本部に伝

送できるシステムを整備することにしていま

す。③は、東日本大震災でも重要性が再認識

されました防災行政無線の更新です。今年度

に実施設計を行い、来年度から工事に入る予

定にしております。④では、10億円の基金を
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活用しまして、地域の防災拠点等へ太陽光発

電設備等の再生可能エネルギーの導入を図る

ことにしております。 

 18ページをお願いします。 

 ⑤は、阿蘇くまもと空港と天草空港を県の

広域防災拠点として機能させるために必要と

なる施設や機能等に関する調査を行うもので

ございます。 

 続きまして、４の施設の耐震化ですが、新

４カ年戦略では、県立学校と市町村立小中学

校施設について、100％を目標に取り組むこ

とにしています。また、私立学校について

も、75％を目標に、②のとおり、新たに耐震

診断や耐震補強に対し助成することにしてお

ります。 

 次に、５の防災教育の充実及び災害教訓の

伝承です。 

 東日本大震災を契機として、釜石の奇跡に

象徴されますように、その重要性がクローズ

アップされております。 

 ①のとおり、地域における体験型防災教育

や管理職の研修会を実施するほか、②の実践

的な防災教育総合支援事業を実施する予定で

す。また、③ですが、被災地に派遣しました

職員の貴重な体験を取りまとめた活動記録集

を作成しまして、今後の災害発生時での対応

に生かしていきたいと考えております。 

 続きまして、19ページですが、６は、市町

村地域防災計画の見直し支援です。 

 現在、市町村におきましても、防災計画の

見直しを行っていただいておりますが、第一

線の市町村でしっかりした防災計画を策定し

ていただくことが何より重要と考えておりま

す。県では、市町村の防災計画の内容等を確

認の上、重点的に必要な助言等を行ってまい

りたいと考えております。 

 最後に、７の原子力災害対策の取り組みで

すが、まずは、国や原発所在県等で開催され

る研修会への派遣等を通じまして、原子力防

災の知識を備えた職員を育成してまいりま

す。 

 また、原発事故等に関する迅速な情報収集

を行うため、九電との情報連絡協定の締結を

初め、所在県との情報連絡体制、さらには、

市町村等への情報伝達体制を構築することと

しています。あわせて、モニタリング等につ

いても、構築に向けた取り組みを実施してま

いります。 

 最後に、21ページ、東日本大震災による被

災地域の復興支援でございます。 

 現在の状況を中心に御説明いたします。 

 23ページをお願いいたします。 

 冒頭、公室長の挨拶にもございましたが、

人的支援として、(1)から(6)のとおり、専門

職員による長期派遣を中心に、計15名の職員

を被災３県に派遣しています。また、県警か

らも、(7)のとおり、警察官71人を福島県へ

派遣されています。 

 あと、新たな取り組みとしまして、25ペー

ジの一番下段でございますが、くまもと畳表

復興支援事業としまして、被災３県で、被災

者の方が住宅を新築する際に、熊本県産の畳

表を購入いただいた方には、畳表６畳価格相

当の熊本県産品を提供することにしておりま

す。 

 私からの説明は以上です。 

 よろしく御審議お願いいたします。 

 

○山下エネルギー政策課長 エネルギー政策

課長の山下でございます。 

 資料27ページをお願いいたします。 

 電力不足問題につきまして御説明をさせて

いただきます。 

 実は、先週６月22日に、万が一に備えた計

画停電について、国及び九州電力から公表さ

れましたことから、計画停電に関し、資料の

追加修正を行っております。 

 まず、１の今夏における電力需給見通しに

ついてでございます。 

 今夏におきましては、国及び九州電力から
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厳しい電力の需給見通しが示され、７月２日

から９月７日のお盆期間を除きます平日９時

から20時については、猛暑であった一昨年に

比べて10％程度以上の使用最大電力の節電の

要請が行われております。 

 次に、２の県における対応等でございます

が、節電要請を受けまして、県全体での節電

対策についての普及啓発や県庁舎のピーク時

節電目標を10％以上に設定するなど、県の今

夏における節電の取り組み方針を決定いたし

ました。 

 また、国及び九州電力に対して、安定的な

電力供給の確保等について、要請を行いまし

た。 

 次に、３の万が一に備えた計画停電につい

てです。 

 (1)の計画停電の位置づけでございます

が、計画停電は、不実施が原則、万が一に備

えたものとして位置づけられております。 

 28ページをお願いいたします。 

 (2)の計画停電の概要でございますが、お

盆の期間を除きます７月２日から９月７日の

平日８時半から21時までが対象の時間帯で、

万が一行われることとなった場合、１回の停

電時間は２時間程度、本県におきましては、

47のサブグループ分けが行われ、必要最小限

の地域のみで実施されることになります。 

 また、計画停電を緩和する施設といたしま

しては、国の方針に基づき、記載の内容とな

っているところでございます。 

 なお、大雨などにより災害が発生した地域

へは配慮がなされる予定となっております。

 手順につきましては、まず、前日18時ご

ろ、逼迫警報が発令され、その後、当日の９

時をめどに、逼迫警報続報が発令されます。

計画停電の可能性がある３～４時間前に政府

から緊急速報メールが発信されますが、最終

的に逼迫状況が解消されなかった場合、計画

停電の２時間程度前に九州電力から計画停電

の実施が公表される、そして実施されること

になります。 

 (3)の県における主な対応等でございま

す。 

 ①は、再掲でございます。 

 ②の計画停電実施に関する県の対応につい

てでございますが、庁内の電力不足問題検討

部会におきまして、昨日、電力需給に係る需

給逼迫警報及び計画停電への県の対応を決定

し、庁内に停電情報連絡本部体制の構築を行

うとともに、人工呼吸器等を利用する方々へ

の対応や防災・消防施設、交通安全に係る対

応など、県民の生活に影響が生じる分野等に

おきまして、関係機関と連携しながら、事前

の周知や対応を行っていくこととしておりま

す。また、県といたしましても、さらなる節

電行動をとっていくこととしております。 

 説明は以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○村上寅美委員長 執行部の説明が終わりま

したので、ただいまから質疑を受けます。 

 どうぞ。 

 

○大西一史委員 済みません、いろいろ御説

明ありがとうございました。 

 この震災及び防災対策特別委員会での議

論、かなり幅広い部分がありますけれども、

ちょっと私が気になっているのは、特に、こ

の災害時の情報伝達、特に市町村との情報共

有のあり方というのが――それと、それをい

かに県民に通知をするかという部分で非常に

――これは、過去のいろんな災害を見ても、

なかなかその辺の情報伝達がうまくいかない

ということもあって、非常に危機感を持って

います。 

 県の防災関係機関の責務というところで、

地域防災計画の大きいやつの２ページの一番

上に書いてありますけれども、「県は、広域

的、総合的な防災活動を実施するとともに、

市町村及び地方公共機関の防災活動の実施を
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助け、かつその総合調整を行う責務を有す

る」というふうになっていますので、そうい

う意味では、一義的には、市町村が全部、そ

れぞれの住民の生命、財産を守るという責任

があると思いますけれども、逆に言えば、そ

れを補完する形でなければならないし、その

総合調整とか、ある意味では、県でいろいろ

なことを、逆に言えば、市町村のことを十分

把握しておかなければならないというふうに

思うんですね。 

 ただ、そのときに、今回ちょっと心配して

いるのは、先日大雨があったときに、県の災

害・防災情報のページが、県のホームページ

の左上のところを押すと入れますけれども、

あそこに入って見てたんですね、そしたら、

この災害に伴う道路状況というのが実はあり

まして、これを見たんですよ。そしたら、各

路線ごとに災害状況というのが書いてあるん

ですね、道路ごとに。例えば、県道何々線は

通行どめだとか、全体で通行どめが何カ所で

あるとか、あとは、路肩が崩壊しているから

今、規制がかかっているとか、いろいろ個別

にはＰＤＦでだあっと一覧で出てくるんです

よ。 

 ところが、その中で、熊本地域については

何て書いてあったかというと、熊本市に移

管、問い合わせは熊本市にお願いしますと、

こう書いてあるんです。やっぱり、私、これ

を見たときにちょっと思ったのは、政令市に

なったのはいいけれども、県道も、政令市の

ほうに管轄が移管をしてしまったということ

で、ある意味では、政令市でそれは確認され

なければならないことなんだろうけれども、

それは県のホームページ見りゃあ一元的に、

熊本市だろうが何だろうが、熊本市を通って

いる県道であろうが何だろうが、管轄は別に

して、ある程度情報を一括して、そこで一元

的にやっぱり県民に知らせる、情報提供すべ

きじゃないかなというふうに思ったんです

ね。 

 その点がちょっと非常に――道路というの

は、政令市だけで何も区切られているわけじ

ゃなくて、全部つながっています。ですか

ら、そういう意味での情報提供のあり方とい

うのは非常に問題があるなというふうに思い

ました。ですから、こういう市町村との連絡

調整であるとか、それから情報提供のやり

方、こういったものは、私は、県が一元化し

て、ある程度寄与する必要があるだろうとい

うふうに思っているんです。 

 やっぱりわからないことを書けとは言いま

せん。わからないことは、わかりませんと、

現在確認中であるとかでいいと思うんです

が、もしわかるんであれば、それはやっぱり

把握をして全部知らせるべきで、政令市に移

管したから、あとはそっちに聞いてください

というのは、余りにも行政として冷たい対応

だなというふうに私はこの前の大雨災害のと

きにそれを感じたので、大雨災害のような状

況でこういう状況ですから、ということは、

大きな大震災なり、災害が起こった場合に

は、もっと混乱するだろうなと、あるいは情

報が停滞するだろうなというふうに思いまし

た。 

 ですから、その点について、どういうふう

に今の話を聞いてお感じになったのか。 

 

○福島危機管理防災課長 市町村の情報収集

についてのお尋ねでございます。 

 我々も、当然ながら、市町村を通じて情報

収集するというのが極めて重要でございま

す。それなしでは……。 

 

○村上寅美委員長 今、大西委員の説明に対

して、熊本市に丸投げしているような状況だ

から、それについて県はどうしているのかと

いうことだから、簡単にその内容だけをやっ

てくれ。 

 

○亀田道路保全課長 道路保全課でございま
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す。 

 確かに、先ほど委員がおっしゃいましたよ

うに、交通規制の情報等については、４月の

政令市移行から、今、熊本市については県の

ホームページのほうで公開をしていないのが

実態でございます。ちょっと先ほどの御意見

を踏まえて、今後一元的にそこら辺の情報提

供ができるものか、熊本市と協議を早速始め

まして、検討してまいりたいと考えておりま

す。 

 

○村上寅美委員長 いいですか、今後検討。 

 

○大西一史委員 今検討するとおっしゃいま

したけれども、これは何か無理なことをお願

いしているわけでも何でもなくて、これは、

政令市と熊本県だけじゃなくて、ほかの市町

村ともそうです。 

 それから、あと、どうしても県の管轄だけ

のエリアだけでしかやっぱり書いてないんで

すよ。そうじゃなくて、国道だって九地整だ

って何だって、やっぱり連携しながらそこを

見せるという工夫が要るから、当然政令市と

はやっていただきたいんですが、ほかの機関

ともぜひやって、情報提供、できるだけ広域

的に提供できるような体制をとっていただき

たいと。これは、今、たまたま道路の話です

けれども、道路以外でも相当いろんなこと私

はあると思いますので、それは皆さんにお願

いしておきます。 

 以上です。 

 

○村上寅美委員長 要望ですね。いいです

か。 

 

○大西一史委員 はい。 

 

○荒木章博委員 自主防災クラブが、今、5

5.2％から、57.5％まで伸びてきていると。

これは、市町村別に比べて、一体としては私

は余り高いほうじゃないと思うんですけれ

ど。低いですよ、これだけ震災があった中で

ね、取り組みというのは。こういう啓発あた

りというのはどういうふうにしてやられてい

るのかが1点です。 

 引き続き、委員長、いいですか。 

 もう一点は、防災情報メールというのが防

災のやつで、今、24年５月で２万1,000件、

これもちょっと少ないかなと思うんですけれ

ども。こういうのは、やっぱり県が積極的に

対応をして、市町村に対しても取り組むべき

だと思う。 

 この２点について、ちょっとお尋ねしたい

と思います。 

 

○福島危機管理防災課長 まず、自主防災組

織の組織率のお尋ねでございます。 

 議員御指摘のとおり、現在、57.5％なんで

すけれども、全国の数字が、昨年のまでしか

出ていませんので、昨年でいきますと、ワー

スト７位ということで非常に低うございま

す。その背景としましては、本県の場合、消

防団の活動が活発だとか、そういうのも背景

としてありますが、やはり自助、共助により

ます活動という点では、非常に自主防災組織

が大事でございますので、今回、４カ年戦略

でも、まず全国平均を目指そうということ

で、全国平均が昨年で75.6％なんですけれど

も、非常に高い目標ではあるんですが、80％

を目標に取り組むことにしております。 

 昨年初めて補助制度をつくりました。６月

補正ということもありまして、市町村のほう

でもまたつくってもらわんといかぬもんです

から、ちょっと動きがおくれましたので、昨

年度は５団体の活用でとどまったんですが、

例えば、その中で上天草市あたりは非常に取

り組んでいただきまして、１年間で22.1％上

昇したりもしておりますので、そういう意味

では、効果的な制度じゃないかと思っており

ます。 
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 この補助金の制度、さらには、先ほどもち

ょっと触れましたが、手引を作成しましたの

で、手引を作成したり、あるいは市町村に対

して、個別にやはり低いところを中心に訪問

しまして、市町村の取り組みを促すようなこ

とも当然ながらやっていきたいというふうに

思っております。 

 それから、防災情報メールの関係でござい

ますが、先ほど御説明しました、議員のほう

にも御指摘いただきましたが、まず県の防災

情報メールにつきましては、もともとが低か

ったのかもしれませんが、震災前7,000件程

度だったのが、この１年で２万2,000件とい

うことで、ふえております。防災情報メール

サービスについては、昨年の、これも補正予

算で登録の仕方あたりを――ちょっとかなり

難しかったんですね。簡単登録といいまし

て、必要最小限のといいますか、大事な情報

だけをもらえる機能を追加したりしまして、

その辺が功を奏して３倍にふえております

が、防災情報メールサービスにつきまして

も、今後、あらゆる機会をとらえまして、登

録の促進を図ってまいりたいというふうに思

っております。 

 

○荒木章博委員 県が57.5％で、全国平均が

75.6ということで非常にこれは低いですよ

ね。防災・震災対策の熊本県の思いというの

がこういうところに、自助、共助を含めて、

あらわれていると思うんですよ。だから、実

際、現実にこれをふやすにはどうしたらいい

のかと、これは県民の関心をどうするのか、

ここに――上天草市は非常に高いとか、それ

は当たり前ですよ、あの地域を含めて。だけ

ん、もっとそういうところの啓発あたりを―

―佐藤さん、どう思われますか。 

 

○佐藤危機監理監 昨年、危機管理防災課長

ということで、先ほど課長からも説明しまし

たとおり、自主防、これは非常に高いところ

と低いところの市町村、差があるんですよ。

100％いっているところもございますれば、5

0％以下というところもございまして、特に5

0％以下のところにつきましては、市町村を

訪問いたしまして、私も回りまして、いろい

ろ意見交換したところでございます。昨年６

月補正でつけていただきました、補助金つく

ったから、ぜひこれを活用してということだ

ったんでございますが、先ほど課長が御説明

いたしましたとおり、県が２分の１、それか

ら市町村も２分の１つけてくれということ

で、市町村もまた補正が要るということだっ

たもんですから。ぜひ、向こうからも今後こ

れも続けてくれと、ぜひ伸ばしたいという意

見も聞いておりますので、ことしも、済みま

せんが、お願いしてつけていただきましたの

で、２年、３年かけて少し伸ばしていきたい

と思っております。委員がおっしゃられてい

るとおり、県民意識でございまして、もう少

し、今回こういう震災があったので、ぐっと

伸びるのかなというふうな感じはしておりま

した。ただ、これも先ほど説明しましたとお

り……。 

 

○村上寅美委員長 言いわけはよか。何％に

していくのか、目標は。 

 

○佐藤危機監理監 目標としましては、この

４年間で80％までいきたいと思っておりま

す。 

 

○荒木章博委員 もう１点だけ。さっきのメ

ールですけれども、防災情報メール、これは

皆さん方何名ぐらいかたっておられますか、

ここにおられる方、失礼だけど。――半分ぐ

らいですね。この委員会の担当の方でも半分

ぐらい。私も入っていません。ですから、ち

ょっとこれは私自身も反省しなきゃいけませ

ん。だから、こういうやり方を――議員さん

はほとんど入っておられると思いますけれど
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も。ぜひ、どういうやり方でやったらいいの

かということをまた指導してください。いろ

いろ――紙でもいいですけど、こうしたらい

いですよということで。お願いします。 

 

○村上寅美委員長 要望でいいね。 

 

○荒木章博委員 要望です。 

 

○前川收副委員長 本県は、さっきおっしゃ

ったとおり、消防団活動というのが非常に活

発で、地域防災の組織と消防団が混同され

て、地域防災のほうがなぜ必要なのかという

部分の意識がないですね、なかなか見えてな

いと。地域によっては、消防団がしっかり頑

張ってくれているから防災組織をつくる必要

がないという意識も含めてあるんです、潜在

的に。その辺の説明をちゃんとやらないと、

一般の県民も含めてですけれども、我々も含

めて、それは我々の地域にはちゃんと消防団

が警戒もしてくれているし、いろんな活動も

やっていただいているという前提が根底にあ

るというところがございますので、その違い

と必要性という部分をやっぱりもうちょっと

しっかり広報してもらわないと伸びないと思

いますよ。危ないと言っているんじゃないで

すよ。消防団があるからしっかりしているん

ですよ。でも、指標が違うからそう見えてい

るというところもあるんじゃないかなという

ふうに私は思っておりますので、その辺はい

かがですか。 

 

○田嶋知事公室長 今おっしゃったように、

消防団があるから進んでないというのは一つ

の事実としてあろうかと思いますが、ただ問

題は、今、消防団がずっと地元におっていた

だけるかという問題があろうかと思います。

例えば、昼間は仕事に行って地域にはお年寄

りとか子供しかいないと、そういうような状

況もございます。ですから、この問題につい

ては、今、前川委員がおっしゃったように、

消防で守れるところと自主防災組織で守れ

る、これ、特徴をきっちり理解してもらうこ

とが必要だと思います。ですから、そういう

具体的な例を示しながら、特に、首長の意識

が変わらない限りこれは進まないと思ってい

ますので、これについては、知事の特別訪問

指導も含めて頑張っていきたいというふうに

思っています。 

 

○前川收副委員長 お願いします。 

 

○村上寅美委員長 ほかに。 

 

○小杉直委員 大雨情報のたびに泊まり込み

で頑張っておられることに敬意を表しながら

質問しますが、17ページ、③に、県防災行政

無線の更新、再整備、これに関してちょっと

お尋ねしますが、大規模災害のときには、一

番無線が活躍するわけですな。だから、消防

団含めた市町村、それから消防署、警察、

県、自治体、自衛隊、こういうような無線の

交信、この整備、あるいは共通交信ができる

部分、それについては何かお考えがあります

か。 

 

○福島危機管理防災課長 防災行政無線につ

きましては、あらゆる防災関係機関と連絡が

とれるように、特に、電気が切れたときと

か、電話線が断線になったときとか、そうい

うときでも最後のとりでとして防災行政無線

が、大事でございます。しかも、今委員が御

指摘のとおり、いろんな機関と連絡がとれる

ようにということで取り組んでおります。も

ちろん、警察もそうですが、消防関係につき

ましても、連絡がきちっととれるような形で

再整備を図ってまいりたいと思っておりま

す。 

 

○小杉直委員 確認ですが、東日本の災害の
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ときには、結局もう大災害ですから、無線の

交信が各関係機関とできなかったということ

が、大きな今後の課題というふうに現場に行

った識者の人からたくさん聞いております

が、そういう観点から考えた場合、例えば、

県と被害に遭っている市町村との無線交信が

できるか、あるいは応援に来た警察、消防、

後で来るだろう自衛隊との共通無線ができる

か、そこのところの整備についてはどこまで

進んでおりますか、できていないなら今後の

考え方がどうなのか、そこのところを。 

 

○佐藤危機監理監 今回も、県が持っており

ます防災行政無線、これは、市町村、また消

防等とつながっておりますが、それらの再整

備をしていきたいと思っております。今回の

大震災を見ましても、基本的に役場庁舎が壊

れたときは、もうそれは無線どころじゃござ

いませんので、そこはつながりませんが、い

わゆる無線機能、防災無線機能自体は全部生

きておりました。これは、奄美の昨年の大水

害のときも、防災無線は生きていたと、いわ

ゆる機能としては。ただ、今回はかなり停電

いたしましたので、中継点、中継のアンテナ

が要りますけれども、そこにはやっぱり必ず

電気が要ります。もちろん、いわゆる充電器

の発電機能を持っておりますので、自家発電

も持っていますが、そこが油がなくなれば電

気が届かなくなると。油が、普通でしたら１

日、２日はあるんですけれども、かなり時間

がたちましたので、その部分で、もしかした

ら通信できなかったという部分はございます

ので、その辺の確保につきましては、また、

今後、検討委員会の中でも考えていくという

ことになっております。 

 それから、もう１点でございますが、各機

関との共通波というのは、なかなか非常に難

しくて、やはり警察の無線は警察無線、自衛

隊の無線は自衛隊無線ということで、一定の

共通波を何かするということはできるんです

けれども、常に同じ形、また、逆に日ごろの

中ではそれをやると、なかなか混線して難し

いということもございますので、それぞれが

それぞれの無線の中で、各無線を１台ずつ貸

し与えて連絡するとか、そういう方法をとっ

ておりますし、今のやり方としましては、現

場にすぐに集まって、いわゆる面と向かって

情報交換するというやり方が非常に早うござ

いますので、今のところそういうやり方をと

りたいと思っております。 

 

○小杉直委員 大分前向きですから安心しま

したが、共通波については、今後の課題にひ

とつしとっていただくことで要望しときま

す。 

 以上です。 

 

○鬼海洋一委員 簡単に２つだけ質問したい

と思います。 

 まず１つは、災害時の対策本部の設置の問

題、県段階でも本部の設置についてよく上が

りますけれども、今特に、昨年の災害以降、

各市町村でも積極的にこの対策についてはと

られておりますし、さまざまの訓練等もやら

れているわけ。ところが、やっぱり広域的

に、特にライフラインとの関係で言うと、一

つの町、一つの市だけではなくて、広域的に

対応しなきゃならない課題が根本的に解決し

ないわけでありまして、その意味で、振興局

が果たす役割というのは非常に大きいという

ふうに思っているんです。この１年半ぐらい

見ておりますけれども、振興局単位としてそ

れらの課題に対する対応といいますか、これ

は、これまで歴史的にも同じ課題であります

けれども、なかなか見えないという思いもあ

りまして、振興局は、どういうぐあいに、こ

の対策本部を設置する上で、あるいは地域の

対応をする上で、位置づけられているかが１

つです。 

 それからもう一つは、先ほど山下課長のほ
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うから御報告いただきましたが、この前の環

境対策特別委員会の中で、つまり、電力の事

情については、県庁との間に、ホットライン

をつくって常に連携、連絡体制ができるよう

にしておくべきではないかということで御要

請をいたしました。きょうの新聞では、この

電力供給については、例えば病院等について

は緩和をするということ等の報道もあってい

たわけでありますが、現状、それ以降の九州

電力との、こういうホットラインの設置であ

り、あるいは計画停電の中身に対する検討。 

 早速きょうの新聞を見た人から私にメール

が入ってきまして、病院の人からでしたが、

私のところも最近は酸素吸入器が全部入って

いるから、もしとまったら困ると。あるいは

入っていない病院はどうなるんですかという

ふうに、メールが早速届いているわけであり

ます。そういうものに対する対応をもう少し

シビアにすべきじゃないかと思っているんで

すが、今取り組んでおられること、それか

ら、さっきありましたＤＣＡＴ、この現状、

これを少し御説明いただきたいと思います。 

 

○福島危機管理防災課長 まず、地域振興局

のお尋ねでございます。 

 防災計画上も、大規模災害が発生した場

合、地域振興局を地方災害の対策本部にする

という知見もございます。現在、先ほども申

し上げましたが、情報収集の際の話になりま

すけれども、振興局を通じて市町村の情報等

も集めておりますので、現在も非常に地域振

興局の役割は重要でございます。その中で、

今後も防災の拠点としてとらえておりますの

で、既に、まず耐震化も今進めております

し、あと、先ほど出ました防災行政無線、こ

れも今再整備を行いますので、この中で、地

域振興局が災害対策の拠点となり得るよう

に、きちっと自家発電等含めまして、充実し

た形になるよう取り組みを行っていきたいと

思っております。１点目の回答でございま

す。 

○鬼海洋一委員 じゃあ、まず１点、ちょっ

といいですかね。 

 ところで……。 

 

○村上寅美委員長 ちょっと説明、２点目。 

 

○山下エネルギー政策課長 鬼海委員からの

御質問の九州電力とのホットラインの件でご

ざいますが、九州電力の地域振興支援グルー

プというのがございまして、そこと毎日のよ

うに連絡調整をさせていただいております。 

 それと、庁内に電力不足問題検討部会とい

うのを設けておりまして、昨日も会議を開催

いたしましたが、その節は、九州電力から

も、副支社長以下関係の職員の方に来ていた

だきまして、常に情報連絡をとるような体制

で臨んでおります。 

 以上でございます。 

 

○鬼海洋一委員 振興局での対応というのは

非常に大きいというふうに思っています。大

体例年ですと、今ごろでしょうか、あるいは

台風前ぐらいに１回会議を開いていただい

て、それぞれのライフラインに携わる企業あ

たりも呼んでもらいながら、道路をどうす

る、あるいは警察、治安をどうする、あるい

は電力供給どうする、通信をどうする、そう

いう意味での対策会議を開いていたというふ

うに思うんですが、最近見てみると、ライフ

ラインを担当する企業というのがなかなかそ

の中に含まれていないような気もいたしま

す。 

 せんだって、ある自治体の訓練を見ており

ましたが、訓練にも含まれていなかったりと

いうこともあるようですから、これは総合的

な対応ですから、ぜひ抜かりのないように関

係者を集めていただいて、ぜひ地域の、もし

もの場合の対応を講じていただきますように

お願いしたいと思います。 
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 それから、山下課長のほうからの今の説明

でしたが、これから福祉に対する対応をどう

するかということも当然考えられた上で、先

ほど、きょうの新聞報道にありますように、

計画停電を緩和する病院あたりも決めていた

だいたというふうに思うんですが、そういう

意味で、福祉、難病とか、あるいはさまざま

の人たちが家庭で治療している等もあります

から、そういう意味での対応といいますか、

関係する皆さん方との会合というのがなされ

ているかどうか、ちょっとお尋ねしておきた

いと思います。 

 

○三角医療政策課長 医療政策課でございま

す。 

 今の御質問は、在宅での患者様の対応とい

うことだと承知しております。これにつきま

しては、昨日相談窓口を設置いたしまして、

人工呼吸器等を使用している在宅医療患者、

こういった方たちの相談に応じることとして

おります。 

 午前中、約20件ほど既に問い合わせ等がご

ざいまして、外部バッテリー、それから電力

の確保等について御質問をお受けしていると

ころでございます。これにつきましては、各

保健所、それから熊本市の保健所にも窓口を

設置して対応しているところでございます。 

○鬼海洋一委員 ぜひよろしく。 

 特に、これは保健所が非常に大きな役割を

果たしていただくと思いますので、保健所の

ほうにもぜひそういう思いを伝えていただい

て、頑張っていただくようにお願いしておき

たいと思います。 

 

○村上寅美委員長 要望ですね。 

 

○鬼海洋一委員 要望です。 

 

○吉田健康福祉政策課長 ３点目のお尋ねが

ございましたＤＣＡＴにつきまして、資料

は、16ページの一番下に、要援護者を支援す

る災害派遣福祉支援チームということで記載

してございます。これは、東日本大震災で、

高齢者、障害者などで、特に福祉的なケアが

必要な方、こういった方々が、避難所ですと

か、あるいは場合によっては施設、施設もか

なり被災してマンパワーが足りないという状

況がございました。なかなか支援の手がなか

ったというようなことをお聞きしておりまし

て、そういったことを踏まえまして、本県に

おきまして、災害が発生したときに、高齢

者、障害者など福祉的なケアが必要な方、十

分なケアが受けられるように、福祉サービス

の提供事業者、社会福祉施設等になります

が、こちらに勤務される専門職員等で構成す

る支援チームを平常時から整備して、迅速な

被災地支援を行える体制をつくりたいという

ことで進めておるものでございます。 

 実は、予算的には、６月補正予算で66万1,

000円いただいておりまして、これから検討

を進めてまいりますが、具体的にどういった

業務を行うのか、あるいはチーム編成をどう

するか、どういった場合に活動するかという

ような運用のルール、こういった内容を詰め

ることとしております。 

 具体的には、関係団体も含めた検討委員会

を設置しながら、早急に内容を詰めていきた

いというふうに思っております。 

 

○中村博生委員 11ページですけれども、市

町村に対する防災体制整備の要請となってお

りますけれども、全部でこれは８番まであり

ますが、ほかは、ことし５月とか４月とか報

告があっているようでございますけれども、

津波災害に対する緊急点検等は、沿岸部14市

町ということであります。これはほとんど干

拓地だと私は思うんですね。いわゆる海抜０

メートル地帯がほとんどだと思うんですよ。

50年以上前に海岸堤防が築堤されたものがほ

とんどだと思います。そういった中で、津波
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災害だけじゃなくて、地震も対象にしたらい

いんじゃないかなというような気がします。

これは、津波は、はい、地震が起きました、

何分後に来ますよというのがわかりますけれ

ども、地震で、仮に大きい地震が起きて、堤

防が決壊したというときには、もう瞬く間に

来るわけなんですね。そういったことも含め

て、やっぱり市町村にも、14市町ですから、

そういった報告もあっとるかと思いますけれ

ども、その辺の中身的な部分の検討もお願い

したいなと思います。もう一つは、県産の畳

表、この支援、これは大変ありがたいなとい

うふうに思っております。ことし、また予算

づけもしていただいているということで、本

当に――昨年は八代市と氷川町とＪＡで半畳

敷を１万二、三千枚ぐらいやっております

し、そういった効果があって購入していただ

いとるのかなとは思いますけれども、枚数的

に、具体的に購入された方の人数とか枚数は

わからぬとでしょうかね。 

 この２点をお願いします。 

 

○大石農地整備課長 農地整備課でございま

す。 

 堤防の耐震対策についてでございますが、

海岸堤防につきましては、土木部と農林水産

部で、関係４課がございまして、現在、協議

調整を行いながら進めているところでござい

ます。 

 御質問の耐震対策についてでございますけ

れども、これまでは、本県の海岸堤防は大き

な台風被害を受けることが多いということ

で、高潮対策を中心に進めてきたところでご

ざいます。 

 ただ、平成16年に国の設計基準の改定がご

ざいまして、施設の供用期間内で１度ないし

２度発生する地震に関しまして、所要の安全

を確保するということが明記されておりま

す。それを受けまして、それ以降に新たに着

工した地区については、耐震も考慮した整備

を行っているところでございます。 

 現在、平成７年に阪神・淡路大震災を受け

まして、耐震点検を行いまして、海岸保全区

域610キロのうち233キロを耐震対策を要する

海岸といたしまして、それにつきまして、現

在、高潮対策とあわせてできるところにつき

ましては、耐震対策を入れたところの海岸整

備を行っているところでございます。 

 

○国枝農林水産政策課 農林水産政策課でご

ざいます。 

 畳表復興支援事業について御質問ございま

した。 

 済みません、申しわけありませんが、昨年

度の提供のデータについてちょっと数字を持

ち合わせておりませんので、また後ほど報告

させていただきます。 

 ただ、今年度の事業内容につきましては、

予算2,100万円程度組ませていただいており

まして、募集戸数は2,500戸程度、それぞれ

６畳価格相当ということで支援をさせていた

だくという予定でございます。 

 

○中村博生委員 畳表は大体わかりましたけ

れども、堤防耐震対策、確かに、阪神・淡路

の後に点検をやられたのは知っています。し

かし、どういった点検なのかもわからぬけど

も、全部安全ですよというような報告しか私

は聞いとらぬと思うとですよ、皆さん。た

だ、高潮対策、根固め、消波工とかやってい

ただいておりますけれども、その重さのため

に堤防が沈下しとるとも知っとんなはると思

うとですが、あらゆるところにクラックが入

っとっとも知っとんなはると思います。それ

で果たして耐震対策がでけとっとかなという

思いがしたから、きょうまたこういった質問

したんですけれども、その辺はどうですか

ね。 

 

○大石農地整備課長 農地整備課でございま
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す。 

 御質問ございました堤防につきまして、耐

震点検につきましては、平成７年に行いまし

た点検は、現況堤防で――ボーリング調査と

かの詳しいデータがございません中で、現況

の想定される地質とか、現況堤防の断面で、

おおむねの耐震の検討をやったという状況で

ございます。 

 今回、津波・高潮危機管理対策緊急事業と

いうことで、本年度から海岸保全施設の耐震

調査にも取り組むことにしておりますので、

その中で緊急性の高いところから詳しい耐震

調査については進めていきたいというふうに

思っております。 

 

○中村博生委員 なるべく早くやってくださ

いね。 

 

○岩中伸司委員 一番やっぱり重要なのは、

住民の防災意識というか、みずからのです

ね。さっき言われとった自主防災組織も非常

に組織率が低いということですけれども、非

常に厳しい内容なのかなと。今は、組織に縛

られるのが嫌な人が多くなって、子供会も老

人会もだんだん少なくなって、世話役がいな

くなっているというふうな地域の実態がある

んですね。 

 そんな中で、こういう組織をつくるのを進

めるという場合に一番大切なのは、やっぱり

防災意識をどう高めていくのか――東日本大

震災があって、もう１年３カ月ちょっとたち

ますかね、あの当時は、もうこぞって本当に

自分のところはいつやられるかわからぬとい

うような意識になっていたんですが、これ

は、私も含めて、１年３カ月たったら、うー

ん、なにもなかろうな、荒尾は災害がなかへ

んけんというような調子でいくんですね。た

またまきょう16ページに、また津波訓練を荒

尾、水俣ということで具体的に示されている

ので、これにやっぱりどう多くの人が参加し

ていくのかという、その辺が一番大事だなと

思うんですけれども、そこら辺はどんな取り

組みがなされているんですか。 

 

○福島危機管理防災課長 津波訓練は、こと

し初めて事業をつくりまして、市町村に声を

かけまして、参加しないかということで。幸

い、荒尾市と水俣市から手が挙がりまして、

ぜひやりたいということで始めることとしま

した。 

 今、まず荒尾のほうですね、この夏にやり

たいと思っています。あと、水俣のほうは冬

に、ちょっと時期をずらしてやろうと思って

います。今、荒尾のほうは、かなり検討が進

んできています。今のところは、幾つかの公

民館とか小学校の体育館を活用しまして、そ

こに避難するような計画が立ててあります。

ちょっと今のところ、規模的には数百名と

か、そういう規模かなと思っていますが、今

後さらに内容を詰めていきますので、できる

だけ多くの方に、あるいは、できるだけ実際

に場面を想定して、よりリアルな訓練になる

ように取り組んでいきたいと思います。 

 

○岩中伸司委員 今の問題で、東日本大震災

のときには、あそこの三陸沖は地震が多かっ

たりして、頻繁にそういうのがこれまでもあ

ったと。ただ、熊本の場合、津波といって

も、なかなかピンとこないんですが、200年

前ぐらいですかね、眉山が崩落して津波があ

ったということなど、具体的に危険な状態に

いつなってもおかしくないぞというのは、そ

ういう資料を――何か資料というと、余り大

々的な資料じゃなくても、住民が、やっぱり

ここも危ないなというような意識を持つよう

な、啓発するような、そんな資料の取り組み

ができればなというふうに思いますので、ぜ

ひよろしくお願いします。 

 

○西岡勝成委員 被害状況を見ていると、地
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震そのものよりも、津波のほうが非常に人的

な被害、物的な被害が大きいですよね。だか

ら、一番、質問でもありましたけれども、熊

本市内は非常に怖いですよね。雲仙断層群が

あるし、それと八代あたりもやっぱり不知火

の断層帯がありますからね。そういう中で、

やっぱりどのぐらいの地震、これは地震の想

定地震規模はこの４ページに書いてあります

が、どのくらいの津波が来るというような想

定というのはつくっていくんですかね。 

 

○福島危機管理防災課長 まさにそこを現在

調査して今後出していきたいというふうに思

っております。 

 

○西岡勝成委員 もう今のところ逃げるより

ほかないんですよね。防波堤を高くせにゃい

かぬ部分もあるかもしれぬけど、もう逃げる

よりほかないんで、想定をしていただいて、

そこでどう避難するかという訓練をするより

ほかないんで、きめ細かく、例えばこの前の

津波でも、やっぱり入り込んだ地域が津波が

大きくなっていくようなところもあります

し、平野なところは逃げ場所がないという部

分もありますので、その辺をきめ細かく、市

町村単位で、やはり早目につくっていただく

ことが非常に大事だと思いますので、よろし

くお願いします。 

 

○小杉直委員 さっき本議会で意見書をめぐ

って岩中先生と対立しましたが、今から言う

ことは本当に同調です。西岡先生もおっしゃ

いましたが、佐藤さんたちが既に御承知と思

います。東日本大震災も、大体そろそろ来る

時期だなということは専門家が分析しておっ

て、ちょうど数カ月前に大規模訓練が宮城を

中心にあっとるわけですね。だから、何百年

に１遍とか、何十年に１遍というのは、これ

は周期的に大体分析をできるはずですので、

岩中先生、西岡先生がおっしゃった方向で、

熊本も200年前の大津波を含めて、周期的に

何十年、何百年に１遍なのかという分析はど

うぞひとつ、やってあるだろうとは思います

が、引き続きやってください。 

 

○佐藤危機監理監 済みません、熊本の場

合、内陸部といいますか。太平洋側がいわゆ

るプレート型でございますので、今先生おっ

しゃったとおり、100年に１回とか、大規模

なやつは1,000年に１回とかという形で、50

年ごと、100年ごとというのは、周期がある

わけでございますが、熊本の場合は断層型の

地震と、いわゆる断層がずれるという内陸型

でございまして、これは非常に何か専門家の

方も予想が難しいということでございます。

が、できるだけ、そういう意味で県民の意識

も高めるためも含めて、その辺も専門家に出

していただこうと思っておりますが、何せや

っぱり何千年単位の話というふうな形で聞い

ております。 

 

○小杉直委員 ところが、関東は、30年後ぐ

らいには大地震があるというのが70％という

ふうな分析が出とりますよ。そういうことも

参考にしながら熊本も頑張っていただきます

ようにお願いして、要望にかえます。 

 

○村上寅美委員長 最後に、溝口委員。 

 

○溝口幸治委員 じゃあ、簡潔に。 

 防災計画に関する件で、１点要望と１点質

問ですが、計画をつくる上で、私の場合、球

磨地域の場合、市房ダムがありますが、地震

によって市房ダムが崩壊する、あるいは崩壊

しないまでも操作がきかなくなるということ

を想定して、その時期に合わせて、大きな洪

水、台風の被害なんかが重なるという最悪の

シナリオを考えて、ぜひ想定をしてほしいと

いうのが要望です。 

 その上で、質問が１点ですが、この市房ダ



第９回 熊本県議会 震災及び防災対策特別委員会会議記録（平成24年６月27日) 

 - 21 -

ム、２～３日前の大雨でも絶妙の操作をやっ

ぱりやるんですね。今、ホームページから見

れますので、大体どれぐらいの雨量が入って

きて、市房ダムがどれぐらい放水をしていく

というのがきちっと見れます。やっぱりそう

いうのを見ていると、絶妙の操作をして、そ

れによって下流域が守られているというのが

はっきりわかるわけですが、球磨川流域の治

水対策については、一般質問でも行いました

ように、安全度を示さないという、今、積み

重ねていくというか、協議を重ねていくとい

う手法をやっていますが、この防災計画その

ものは、それぞれの地域の防災計画を見直す

上で、地震規模を想定して、そして被害があ

る地域を想定しながら、より安全度を高める

ということを大きな視点として議論をしてい

くわけですね。 

 ただ、この球磨川流域だけは、残念ながら

前の経緯があるので、そういう議論のスター

トは私はいたし方ないと思いますが、これだ

けやっぱり防災意識を高めて議論していこう

というときに、前の意識のまま議論していく

というところに違和感を感じます。だからと

いって、ダムの議論をしろと言っているわけ

じゃありませんが、治水対策の安全度を高め

るという点では、どこの地域も一緒だと思い

ますけれども、国や県がまず安全度を示し

て、それを住民の方に投げかけて、その安全

度を落とすということを住民が同意すればい

いですが、多分、普通は安全度をより高めて

くれという議論になるのが通常だと思います

ので、その辺の全体の防災の安全度を高めて

いくということと、球磨川流域の今後の安全

度についての議論をどういうふうに考えてい

くのか、いや、もう球磨川流域は今のままの

やり方でいきますとおっしゃるのか、それと

も、少しやっぱり変化をさせていこうと考え

ていらっしゃるのか、そこをまずお聞きした

いと思います。 

 

○林河川課長 河川課長でございます。 

 ただいま球磨川に関する治水対策のあり方

についての御質問がございましたけれども、

球磨川につきましては、今、先生がおっしゃ

いましたように、目標とする治水安全度をま

ず設定して、それを達成するための代替案を

検討するという、いわゆる従来の手法ではご

ざいませんで、ダムによらない実現可能な対

策を積み上げるという、いわゆる球磨川方式

で検討を進めさせていただいております。 

 堤防等の治水対策というのは、一般的に段

階的にこれは整備されてまいりますので、洪

水に対する安全性も、それに合わせて段階的

にこれは向上するものでございます。これは

ダムも一緒でございます。 

 ただいま、いろいろ検討しておりますけれ

ども、直ちに実施する対策だけでは、まだま

だ、先生がおっしゃるように、技術的には不

十分でございます。一層の安全の向上のため

に、引き続き検討する対策、これについても

急務でございますので、そういった検討をス

ピード感を持って積み上げてやってまいりた

いというふうに思っております。 

 

○溝口幸治委員 済みません、もう一言だけ

ですけれども、私が質問したことの答弁には

全くなってませんが、これをやると長くなり

ますので、きょうはここでやめますけれど

も、多分、意は伝わったと思いますので…

…。 

 

○村上寅美委員長 田嶋公室長、まとめて。 

 

○田嶋知事公室長 私が答えるべきかどうか

わかりませんけれども、多分、安全度を目標

にするのと安全を積み重ねるのと手法は違う

と思いますけれども、ハードでどれぐらいの

災害を防いで、あとどう補填するか、それが

基本的な考え方だと思っておりますので、今

回の防災計画の見直しについても、それを基
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本にやっていきたいというふうに思っており

ます。 

 

○村上寅美委員長 ありがとうございまし

た。 

 それでは、最後に、最初に大西委員と荒木

委員から話が出ましたけれども、私もチェッ

クしとったけれども、このエリアメールのと

ころの緊急速報ですね、地震、津波が起きて

からの緊急連絡を、市町村は24時間体制、あ

るいは土日も含めて、これはうまく徹底して

いるのかを１点聞きたい。 

 それから、次に来るのは、逃げよって、農

道か町道しかないんですよね、田舎の場合

は。農道か町道しかないから。それで、上に

逃げて車をとめとるから、もう車、行かぬわ

けよね、後の車、離合ができないから。これ

で相当やられとるわけよ。遮断機がおりとっ

たからそこでとまっとると、とまっとる間に

もう津波が来たというふうな、現実に僕は見

てきたけど。だから、第１次元の情報、情報

網は市町村に、ということでマニュアル的に

はつくっとるけど、その辺のところの緊急性

とそれから24時間体制、土日も含めて、それ

はできてるんですか、市町村のほうは。これ

をちょっと――誰かな、聞きたいけどな、一

言。 

 

○福島危機管理防災課長 県につきまして

は、御案内のとおり、24時間体制でやってお

りますけれども、市町村のほうは……。 

 

○村上寅美委員長 ここは24時間体制わかる

よ、私も。 

 

○福島危機管理防災課長 市町村につきまし

ては、夜間も含め、情報連絡網をつくってお

りますので……。 

 

○村上寅美委員長 じゃあ大丈夫ね。 

 

○福島危機管理防災課長 きちっと連絡はと

れるように体制はとっています。 

 

○村上寅美委員長 それから次に、今、逃げ

るしかないという話が誰かから出たけど、も

うそのとおりだから。瞬間的に何分以内とい

うような形だから、車で逃げる、走って逃げ

るというようなところは、それぞれの市町村

で違うわけね、立地が。この辺のところを、

これは市町村の問題だけど、県としては非常

に行政指導をしてもらいたいということを要

望しておきますよ。 

 それでは、これで質疑は打ち切ります。よ

ろしいでしょうか。 

  （｢はい」と呼ぶ者あり) 

○村上寅美委員長 その他にありませんか。 

 

○小杉直委員 瓦れき処理の協力の問題で

す。２月議会で、国難であり、日本人同士の

お互いさまじゃないかという意味で、瓦れき

の処理に協力すべきじゃないかという方向で

質問して、それに対して、県の考え方は聞き

ました。そのとき私は、安全性を十分確かめ

た上でというふうに発言しとるわけですが、

これはマスコミ批判じゃございませんが、あ

る新聞が、小杉県議が瓦れき処理をすべき

だ、協力すべきだというふうに言ったと記事

になったことによって、それがネットに流れ

て、そしてネットの中に悪意があって、利権

をあさるために瓦れき処理を小杉が言ってい

るとかやられたわけですな。１週間ぐらいの

間に10件ぐらい抗議の電話がありました。安

全性を確かめた上でということが私の発言で

すと、そしたら理解する人、あなたは子供が

いるんですかというふうにヒステリックに言

って、私には、かわいい孫も子供も親もおり

ますと言うても、納得しない人、瓦れきのこ

との「が」を言うこと自体が間違いだという

人、さまざまでした。 
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 それで、大体１週間で済んだわけですが、

その後、環境省から、瓦れきの処理につい

て、協力依頼の文書が来たということで、フ

ァクスが県執行部から流れてきましたが、そ

のときに、放射能が瓦れきの中にゼロのとこ

ろ、あるいは基準以下のところ、多少基準を

超えているところ、それも流れてきているこ

とについては、ファクスは流れてこなかった

わけですな。 

 その後、蒲島知事が熊本県は放射能の汚染

された瓦れきの処理の経験がないから云々と

いうインタビューに答えておられましたの

で、おかしいなと思って県の執行部に聞いた

ら、その放射能についても流れてきとったと

いうことを初めて知ったわけですが、そこで

質問ですが、その後、国のサイドから、瓦れ

き処理についての要望、それから放射能に関

する資料は流れてきておりませんか。それを

ちょっとお尋ねします。 

 

○加久廃棄物対策課長 廃棄物対策課長でご

ざいます。 

 先生の御質問ですけれども、今現在、広域

処理につきましては、当初401万トンと言わ

れました岩手、宮城の瓦れきにつきまして、

現在では、247万トンということで減ってき

ております。それを受けまして、国のほうか

ら、今現在、検討を行っている市町村を中心

に依頼を行っていくということでの文書は来

ております。 

 以上でございます。 

 

○小杉直委員 いや、先般、１度、環境省か

ら、瓦れき処理の依頼と、それに付随して、

放射能のついている瓦れき、ついていない瓦

れき、その分析の書類も一緒に送ってきたで

しょう。その後は、そういう国からの資料の

送付とか、お願いはあっていませんかと、そ

れをお尋ねしよるわけです。 

 

○加久廃棄物対策課長 資料としては、先ほ

ど言いました広域処理の量が減りましたとい

う資料と、つきましては、今後は、まず手を

挙げておられるところを中心に行っていきま

すので、今後とも御協力よろしくお願いしま

すという文書が来ております。 

 

○小杉直委員 だから、放射能に関する資料

は送ってきていないということですか。 

 

○加久廃棄物対策課長 放射能の中身につい

てまでは書いてございません。そこはもう前

回やっておる瓦れきをそのままということ

で、踏襲されているということでございま

す。 

 

○小杉直委員 なら、要望しておきますね。

私の心構えの一つに、瓦れきそのものに放射

能がゼロとして送ってくる、それをさらに検

査した上で安全ならばというのが基本的な考

え方ですが、放射能が若干でもついておると

いうことであれば、やっぱりいろいろ自分な

りに考えた上で発言せんといかぬということ

になりますので、今後、放射能に関する資料

が流れてきた場合には、どうぞひとつ、私を

含めて、この委員の皆さんにも、即、連絡す

るようにしていただくことを要望して、終わ

ります。 

 

○村上寅美委員長 ほかにありませんです

ね。 

 それでは、震災及び防災第９回特別委員会

をこれで終了します。 

 御清聴ありがとうございました。 

  午後３時３分閉会 

――――――――――――――― 

 

 

 熊本県議会委員会条例第29条の規定により
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